


生活のやくそく
大阪市立高倉小学校
[校内 (こうない)]
１　登校 (とうこう)：午前 (ごぜん)８時 (　じ)１０分 (ぷん)～８時 (　じ)２５分 (ふん)です。できるだけ近 (ちか)くの友 (とも)だちといっしょに登校 (とうこう)しましょう。
２　下校 (げこう)：1年間 (ねんかん)通 (とお)して午後 (ごご)４時 (　じ)です。
※学校 (がっこう)の都合 (つごう)で早 (はや)く帰 (かえ)るときもあります。
	※より道 (みち)をしないで決められた (き　　　)通学 (つうがく)路 (ろ)で帰 (かえ)りましょう。

３　服装 (ふくそう)など
（１）帽子 (ぼうし)：４・５・１０月 (　　　　　　　　がつ)～３月 (　　がつ)は、紺色 (こんいろ)帽子 (ぼうし)をかぶります。
６～９月 (がつ)は、白 (しろ)い帽子 (ぼうし)をかぶります。
（２）名札 (なふだ)：左 (ひだり)胸 (むね)につけます。（登 (とう)下校 (げこう)のときは、見 (み)えないようにしましょう。）
（３）くつ：１階 (かい)で上 (うわ)ぐつにはきかえます。（上 (うわ)ぐつは、白色 (しろいろ)をはきましょう。）
（４）髪 (かみ)かざりはつけず、ヘアゴムを使 (つか)いましょう。
（５）髪 (かみ)を染 (そ)めないようにしましょう。
（６）ミサンガなどのアクセサリーはつけないようにしましょう。
（７）決 (き)められた標準服 (ひょうじゅんふく)を着 (き)るようにしましょう。

４　その他 (た)
（１）持ち物 (も　もの)には、すべて名前 (なまえ)をかきましょう。
（２）帽子 (ぼうし)や名札 (なふだ)には、シールやバッジなどをつけないでおきましょう。
（３）学校 (がっこう)に必要 (ひつよう)でないもの（お金 (かね)・ゲーム・カード・まんが・雑誌 (ざっし)・携帯 (けいたい)電話 (でんわ)など）は持 (も)ってこないようにしましょう。
（４）ランドセルやかばんなどに、必要 (ひつよう)以上 (いじょう)にキーホルダー等 (とう)をつけないよう　にしましょう。
（５）一度 (いちど)登校 (とうこう)したら、忘れ物 (わす　もの)などを取り (と　)に帰ら (かえ　)ないようにしましょう。また、下校 (げこう)した後 (あと)も学校 (がっこう)へは来 (こ)ないようにしましょう。（どうしても用事 (ようじ)がある場合 (ばあい)は、学校 (がっこう)に連絡 (れんらく)し、保護者 (ほごしゃ)と一緒 (いっしょ)に来校 (らいこう)しましょう。）
（６）習い事 (なら　ごと)などへは直接 (ちょくせつ)行 (い)かず、まっすぐお家 (うち)に帰 (かえ)りましょう。





[校外 (こうがい)]
１　家族 (かぞく)以外 (いがい)の人 (ひと)に声 (こえ)をかけられてもついて行 (い)きません。何 (なに)かあれば大 (おお)きな声 (こえ)で助 (たす)けを求 (もと)めましょう。
	エレベーター内 (ない)や、人 (ひと)通 (どお)りの少ない (すく　　　)場所 (ばしょ)では、なるべく一人 (ひとり)にならないようにしましょう。防犯 (ぼうはん)ブザーなども活用 (かつよう)して、十分 (じゅうぶん)に気 (き)をつけましょう。

２　外 (そと)に出る (で　)ときは、行く (い　)ところ、帰 (かえ)る時刻 (じこく)、誰 (だれ)といっしょかを、家 (いえ)の人 (ひと)に伝 (つた)えてから行 (い)きましょう。（メモを書 (か)いておくなどもしましょう。）

３　校区外 (こうくがい)、ショッピングセンター、映画館 (えいがかん)、ゲームセンター、カラオケボックス、魚 (さかな)つり、プールなどへ子 (こ)どもだけで行 (い)かないようにしましょう。
　　また、夜 (よる)遅 (おそ)くに子 (こ)どもだけで外出 (がいしゅつ)しないようにしましょう。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
※大阪府青少年健全育成条例により、保護者は、通学その他正当な理由がある場合を除き、夜間（午後８時から翌日の午前４時）に青少年を外出させないように努めなければならないという努力義務があります。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

４　交通 (こうつう)ルールを守 (まも)りましょう。
　　自転車 (じてんしゃ)の二人 (ふたり)乗り (の　)、車道 (しゃどう)や歩道 (ほどう)での遊 (あそ)び、道路 (どうろ)への飛び出 (と　だ)しはやめましょう。
５　エアガン、レーザーポインター、火 (ひ)遊 (あそ)びなどの危険 (きけん)な遊び (あそ　)はやめましょう。
６　ゲームソフトやカードなど、物 (もの)の貸し借 (か　か)り、お金 (かね)のおごりあいはやめましょう。
７　電話 (でんわ)の問い合 (と　あ)わせなどがあっても、悪用 (あくよう)されるおそれもあるので、友 (とも)だちの電話番号 (でんわばんごう)や住所 (じゅうしょ)などを教 (おし)えないようにしましょう。
８　スマートフォン（SNS (エスエヌエス)）の使用 (しよう)については、各家庭 (かくかてい)でのルールを守 (まも)り、トラブルがあればすぐにお家 (うち)の人 (ひと)に知 (し)らせましょう。
９　家族 (かぞく)や親 (しん)せきから暴力 (ぼうりょく)を受 (う)けたり、身体 (しんたい)を触 (さわ)られたりするなどの嫌 (いや)なことをされた場合 (ばあい)は、学校 (がっこう)、警察 (けいさつ)、こども相談 (そうだん)センターへ連絡 (れんらく)しましょう。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
　保護者のみなさまへ
　本校では、日頃より、このようなことを指導しております。各家庭におかれましてもご協力いただくようお願いします。
　やむを得ず、標準服以外の服を着る場合やGPS機能付きの携帯電話などを持たせたいときは、担任の先生へご相談ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
